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公　示　制　度　一　覧

所得税 法人税

根拠条文 所得税法　２３３条
施行規則　１０６条

法人税法　１５２条
施行規則　　６８条

相続税法　４９条

公示要件
税額　1,000万円超 所得　4,000万円超

　　　（2,000万円超）
（相続税）　課税価格　２億円超
　　　　　　　遺産総額　５億円超
（贈与税）　課税価格　4,000万円超

公示事項

①　氏名
②　住所
③　所得税の額

①　法人の名称
②　納税地
③　代表者の氏名
④　所得金額
⑤　事業年度の開始及び終了の日

①　氏名
②　納税地
③　課税価格

公示期間 翌年の5月16日～5月31日 申告書の提出があった日から３か月
以内に、少なくとも１月間

申告書の提出があった日から４か月
以内に、少なくとも１月間

公示方法 税務署の掲示場その他公衆の見やす
い場所に掲示

税務署の掲示場に掲示 規定なし

公示対象と
なる申告書
の種類等

翌年の3月31日までに提出された確定
申告書又は当該申告書に係る修正申
告書

確定申告書又は当該申告書に係る修
正申告書

期限内申告書、期限後申告書、修正
申告書

申告期限

翌年の2月16日～3月15日 事業年度終了の日の翌日から２月以
内

（相続税）　相続の開始があったことを
　　　　　　　知った日の翌日から10月
　　　　　　　以内
（贈与税）　翌年の2月1日～3月15日

（注）１．法人税の（　）書きは、事業年度が６月以下の場合である。
　　　２．相続税の課税価格とは各相続人の課税価格であり、遺産総額とは被相続人の財産の価額から債務の金額を控除した後の金額
　　　　である。

相続税・贈与税



　　　　　　　　　　　　　　　公　示　対　象　限　度　額　の　推　移

改正年度 所得税 法人税

昭和25年度
　

所得　　　50万円超 所得　　　200万円超
　　　　　（100万円超）

（相続税）　課税価格　　　100万円超
　　（贈与税）　昭和25年から27年
　　　　までの間、贈与により取得
　　　　した財産は「相続税」の課
　　　　税対象となる制度

　　　27年度 所得　　　100万円超 所得　　　400万円超
　　　　　（200万円超）

　　　28年度 （贈与税）　課税価格　　　100万円超

　　　32年度 所得　　　200万円超 所得　　　2,000万円超
　　　　　（1,000万円超）

　　　33年度 （相続税）　課税価格　　　1,000万円超
　　　　　　　遺産総額　　　3,000万円超
（贈与税）　課税価格　　　1,000万円超

　　　39年度 所得　　　500万円超 （相続税）　課税価格　　　2,000万円超
　　　　　　　遺産総額　　　5,000万円超
（贈与税）　課税価格　　　2,000万円超

　　　46年度 所得　　　1,000万円超 所得　　　4,000万円超
　　　　　（2,000万円超）

（相続税）　課税価格　　　4,000万円超
　　　　　　　遺産総額　　　１億円超
（贈与税）　課税価格　　　4,000万円超

　　　59年度 税額　　　1,000万円超

　　63年12月 （相続税）　課税価格　　　２億円超
　　　　　　　遺産総額　　　５億円超

（注）１．法人税の（　）書きは、事業年度が６月以下の場合である。
　　　２．相続税の課税価格とは各相続人の課税価格であり、遺産総額とは被相続人の財産の価額から債務の金額を控除した後の金額
　　　　である。

相続税・贈与税





日　  　本 ア メ リ カ イ ギ リ ス ド イ ツ フ ラ ン ス

あり あり

主        体 各税務署 各国税局（県単位）

公 示 対 象 管内の高額納税者 管内の全ての納税者

公 示 内 容
（氏名・住所除く） 税額 所得金額及び税額

公 示 方 法
　　　リストの掲示
（5月16日～5月31日の
期間のみ）

　　　リストの閲覧
（リストを閲覧できるの
は管内の納税者に限
定、閲覧者は閲覧内容
を公表してはならない）

なし あり あり なし なし

（昭和29年に廃止） （情報提供により課され
た額の15%以内の報奨）

（当局幹部の裁量によ
る報奨。ただし50ポンド
超の場合は大蔵省の承
諾必要）

なし

（昭和25年に廃止）

なし なし なし なし

（リストの閲覧）

所 得 税 の 公 示 制 度 等 の 各 国 比 較

なしなしなし

申 告 書 閲 覧 制 度

第 三 者 通 報 制 度

公 示 制 度



今後の税制のあり方についての答申（抄）
（政府税制調査会）（昭和５８年１１月）

公 示 関 係

５ 納税環境の整備

⑸ その他の諸方策
④ 申告書の公示等
現在、所得税、法人税、相続税等については、所得金額等が一定額以上である申告書を提出した者につき、その氏
名、住所、所得金額等を公示することとされている。 この申告書の公示制度は、高額所得者等の所得金額等を公示す
ることにより、第三者によるチエツクという牽制的効果を狙うものとして、昭和25年に申告書閲覧制度に代えて導入
されたものである。これについては、公示制度本来の意義が薄れており、本制度は廃止すべきであるとする意見、税
額も併せて公示すべきであるとする意見、所得金額等に代えて税額だけを公示することとしてはどうかとの意見等が
あり、本制度のあり方については、その存否やこれに代わるべき制度を含め今後更に検討を続けることが適当である
と考える。なお、公示限度額が昭和46年以降据え置かれているところから税務執行上種々の困難が生じてきているの
で、当面、少なくとも、公示限度額を引き上げる必要があるものと考える。






